
 

 

第４回宜野湾市地域公共交通推進協議会 協議書 

 

 

宜野湾市地域公共交通推進協議会 

氏名：                    

 

 

協議事項．令和５年度宜野湾市地域公共交通推進協議会補正予算について 

「議案第１号 宜野湾市地域公共交通推進協議会補正予算」について、宜野湾市地域

公共交通推進協議会財務規程第３条第１項の規定に基づき、協議会の承認を求めるも

のです。議案書をご確認いただき、いずれかに✔をつけてください。 

 

□承認する     □承認しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・ご質問があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6月 16日（金）までに、本協議書をメールまたはファックスでご返送くださいますようお願いします。 

送付先 宜野湾市地域公共交通推進協議会事務局(宜野湾市都市計画課) 担当：喜納、安仁屋 

TEL:098-893-4161（都市計画課直通）  FAX:098-892-4449 

 MAIL:Toshi01@city.ginowan.okinawa.jp 

■宜野湾市地域公共交通推進協議会財務規程（抄） 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、

これを調製し、協議会の承認を得るものとする。 

 


